
富岡町被災住民支援のグランドデザイン（仮設住宅等）

▲生活支援相談員の配置（11 名）・・・各仮設に 1名

　絆事業職員の配置（19 名）・・・各仮設に 1名～6名

　　→県委託の人材派遣会社が雇用し、うつくしまNPOネットワークがコーディネート

　県中保健福祉事務所保健師等の定期巡回

　役場職員（仮設住宅運営班）

　が関わっているが、それぞれの方針で動いている。

▲仮設住宅の自治会結成は、10 カ所中 8カ所が組織済み

▲借り上げ住宅における自治会等は未着手

◎仮設住宅等における現状

▲生活支援相談員や絆事業職員、人材派遣会社、NPO、県の保健師及び役場職員などが

それぞれの方針で動いているため、早急に情報の共有化を行い、それぞれの役割の明確化

と業務分担が必要である。

→　「富岡町被災者支援連絡協議会」の組織

▲各仮設住宅の自治会結成を早急に組織する。

▲県内借り上げ住宅における自治会を、広域的に組織するなど早急に取り組むこと。

→　「富岡町郡山地区広域自治会（仮称）」ほか の組織

▲県外避難者への情報提供以外のフォローアップ

▲各仮設住宅へのボランティア受け入れ窓口一本化（ボランティア連絡会等の組織化）

◎仮設住宅等における課題

富岡町災害対策本部
平成 23 年 9月 7日

要援護者の個別支援

富岡町被災者支援連絡協議会

情報の共有

借り上げ住宅への支援

生活支援相談員

事務局 おだがいさまセンター（県が総合調整）

仮設住宅への支援 仮設住宅への支援

①　自治会の立ち上げ・支援

②　集会所の活用

③　自治会・ボランティアとの協働事業

①　広域自治会（自治的交流組織）の立ち上げ

②　拠点（情報センター）整備

③　地域住民との交流・協働

④　支援対象者の掘り起こし（マップ作成）

⑤　専門機関等へのコーディネート

今後の支援の課題

■　県外避難者へのフォローアップ

　県外自治組織の立ち上げ

■　雇用機会の創出

　富岡町人材センター ( 仮称 ) の設立

■　本事業の各自治体への汎化（県チーム）

①　見守りマップの作成

②　支援対象者の絞り込み

③　保健師・医師との連携・協働

＋ 保健師など
コミュニティづくり
絆事業職員 ＋ 自治会・ボランティアなど

富岡町の被災者支援モデル

絆づくり研修
社教主事等が

プログラムを作成

生活支援研修
保健師等が

プログラムを作成

活動の柱 活動の柱
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